
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  従業員所有の自家用車を借り上げる場合           

Ｑ：従業員の自家用車を借上げて社用に使

用する場合、税務上、どのような取扱いにな

りますか？                                        

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

 ①借上料の取扱い 

従業員がその所有する自家用車を出張等に

使用したことに対して会社が自家用車の借上

料を支払った場合、①その借上料の算定が会

社業務に使用した走行距離等の使用実績に基

づいているなどその金額に合理性があること、

②従業員が職務を遂行するための出張旅費等

に代えて支給されるものであるときは、その

額のうち燃料費及び走行距離に応じた借上補

償料等の実費弁償的な金額として妥当である

と認められる部分については、税務上問題に

なりません。しかし、実費弁償的な金額とし

て妥当であると認められる部分を超える支給

があった場合には、その超える部分の金額の

うち、賃貸料として相当と認められる金額は、

その従業員の雑所得として、また、それ以外

の部分の金額はその従業員に対する給与とし

て取り扱われます。 

 ②車検費用の取扱い 

  車検費用は、実費弁償的なものとは認めら

れませんので、会社が負担した場合には、給

与として取り扱われることになります。 

 ③駐車場代の取扱い 

  駐車場代は、所有者が負担すべきものです

から、その費用を会社が負担したときは、給

与として取り扱われることになります。 
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